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所の特許・工業デザイン部門長を務めており、機械工学、材料、繊維、石油プラットフォーム、建設等の

分野で特許の明細書作成や中間処理に 20 年以上携わっている。Quang 氏はまた、異議・審判・無効

化、特許調査、更新手続、譲渡・ライセンス契約・変更登録等の特殊な事案にも取り組んでいる。

Duong 氏は、化学やバイオテクノロジーを専門としており、INVESTIP 事務所において 8 年以上の特

許・意匠の実務経験を有している。 

 

 1. 概説 

 

 微生物特許は新規性、進歩性および産業上利用可能性の要件を満たしているだ

けでなく、その明細書では特許に関係する技術を当業者が実施することを可能に

するような記載がなされなければならない。ただし、言語化が困難な、もしくは

これまで知られていなかった微生物をどのように説明すれば良いのであろうか。

その答えとなるのが、公認の寄託機関に微生物の試料を寄託することである。本

稿では、寄託微生物に関する発明の特許要件や、要件を満たしうるベトナム国内

の寄託機関ならびに特許性の要件を満たす方法について解説する。 

 

 

 2. 詳細および考察 

 

 微生物は裸眼では目視できない微小な生物である。バクテリアや酵母だけでな

く、真菌、藻類、原生生物、動植物の細胞、プラスミド、ウイルス等も「微生

物」に含まれる。しかし「微生物」は上記の生物に限定されるわけではない。ベ

トナム知的財産法および関連規則によれば、「微生物」という語は「生物学的材
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料」という語に置き換えることができ、これら用語は、開示の十分性に関する要

件を満たすために寄託を要する対象すべてを包含する。「生物学的材料」とは、

遺伝情報を内包し、自己複製能力を有するか生体の中で複製することが可能な材

料をいう。 

 

 

 3. 微生物特許出願の要件 

 

微生物の特定 

 微生物は、微生物学分野の当業者にとって周知である微生物命名法に従った学

名によって明記されなければならない。微生物の株が寄託される場合、種名を表

記するか種名の後に株名を表記した上でアクセッション番号を記載することによ

り、その株を特定することができる（例：Aspergillus niger VTCC-F-021

株）。 

 

 3-1. 寄託微生物関連の発明に関する特許性の要件 

 知的財産法第 58 条に規定された発明の一般的な要件（新規性、進歩性、産業

上利用可能性）[1]に加えて、以下の要件が別途満たされなければならない。 

 

開示の十分性 

 発明の本質が明細書に完全に開示されていなければならない。さらに、発明に

対応する技術分野の当業者が当該発明を実施することを可能にする程度に、十分

に明瞭かつ完全な方法で、発明が開示されていなければならない（いわゆる実施

可能要件）。また、明細書は、発明の新規性、進歩性および産業上利用可能性を

明瞭に示すものでなければならない[1]。 

 

クレームの範囲およびクレームの裏付け 

 知的財産法第 102 条 3 項の規定によれば、発明の保護範囲は、当該発明に関す

る権利の範囲を特定するために、必要かつ十分な技術的特徴を組み合わせた形式
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で表現するものとし、かつ、当該発明の明細書および図面に合致していなければ

ならない[1]。主題を既知の事項から区別するためには、クレームの範囲は、主題

を特定するのに必要かつ十分な技術的特徴を記した明細書によって十分に裏付け

られていなければならない[2]。 

 

微生物試料の寄託 

 明細書には、寄託された生物学的材料の特性に関して出願人が有する情報をす

べて含めるべきである[3]。しかし、当業者である別の微生物学者が完全に同じ株

を得ることを可能にするような方法で、特定の株やその選別について説明するの

は実際には不可能である。この場合、微生物それ自体が開示の主要な部分と見な

される。こうした理由から、当の生物学的材料を特定の微生物保存機関に寄託す

ることによって、書面による開示が完全なものになる[4]。さらに、バイオテクノ

ロジーの分野では、生物学的材料が関係してくる場合、言葉だけでは発明を十分

に説明することができない場合がありうる。しかし特許庁は微生物に関する作業

をする設備を有していない。そのため学術面で認められた独立の微生物保存機関

が寄託された生物学的材料の取扱を委託されている。ただし、寄託機関や寄託番

号は明細書の記述に代わるものとはなりえない。寄託は、発明者による開示をよ

り簡便にすることを意図した措置である。さらに、従来の手段を用いて微生物の

特徴を可能な限り網羅的に示すために万全の努力を払うという出願人の義務が、

寄託によって免除されるわけではない[5]。 

 

 具体的には、生物学的材料に関係する発明（ここでは微生物のみについて論じ

る）に関する通達 01/2007/BKHCN の規則 23.8.c によれば、微生物の説明が不

可能である場合、またはバイオテクノロジー分野に属する通常の当業者が当該発

明を実施することを可能にする程度に十分に説明することが不可能である場合、

当該微生物の試料が出願日までに寄託機関に寄託されていれば、当該発明は開示

の十分性に関する要件を満たすことになる。さらに、培養微生物は自由に第三者

が入手できる状態でなければならない。実務上では、通達 01/2007/BKHCN の規

則 23.9.e の規定により、生物学的材料が外国で寄託されている場合、クレーム
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に記載された主題を入手したいという第三者の請求に応じるため、ベトナム国家

知的財産庁（National Office of Intellectual Property: NOIP）は指定された国

内の機関に当該生物学的材料を寄託するよう出願人に要求することができる[2]。 

 

 4. 特許性を有する微生物発明の例 

 

 ベトナム知的財産法および関連規則に基づき、発明は、その主題となる「物」

もしくは「方法」に基づく技術的解決手段に関係するものでありうるが、用途に

関する主題はベトナムでは特許性を認められない。知的財産法第 8 条によれば、

微生物に関する物および微生物に関連する方法は、それらが社会倫理および公共

の秩序に反する主題に該当せず、国家の防衛および安全保障を妨げない限り、い

ずれも特許性を有している[1,3]。 

 

 「微生物に関する物」とは、微生物の代謝生成物、微生物それ自体、ならびに

微生物の成分（特に遺伝物質）をいう[5]。微生物が過去に文献に記載されておら

ず、人間の介入による要素（遺伝子組み換え等）が存在する場合には、微生物そ

れ自体が発明と見なされることがある。つまり、自然界に存在する微生物を単に

発見しただけでは特許性の要件を満たさないが、自然界から人為的に単離された

微生物は発明と見なされうるということである。 

 

 「微生物学的方法」は、微生物の代謝活性を利用した、価値ある物の製造に関

係していることがある。さらに、人間の管理下での新規の微生物の製造や、それ

ら微生物を使用する方法に関係している場合もありうる（微生物によって特定の

物質を処理する方法の発明等）[5]。 

 

 物のクレームに記載される微生物は、以下のような方法で特徴づけることがで

きる。 

 アクセッション番号、寄託機関の名称、属の名称および（可能であれば）種

もしくは株の名称により特徴づけられる微生物。たとえばベトナム特許 VN 
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1-0003645 号の請求項 1 には、「Lactobacillus (L.) rhamnosus HN001 

AGAL 寄託番号 NM07/09514 もしくは Lactobacillus (L.) rhamnosus 

HN067 AGAL 寄託番号 NM97/01925 の生物学的な純粋培養」という記載が

ある。 

 再現可能な方法（遺伝子工学的な方法）を有する物として特徴づけられる微

生物。たとえば、ベトナム特許 VN 2-0001030 号には「細胞外エンドグルカ

ナーゼ酵素の生合成を可能にする酵母 Pichia pastoris の遺伝子組換え株であ

って、真菌 Aspergillus nigerVTCC-F-021 株に由来し配列番号 No.1 に記載

された配列を有する、エンドグルカナーゼをコードした DNA を含む組換えベ

クターpPICZaA を有することによって特徴づけられる株」という記載があ

る。 

 その機能もしくは活性によって特徴づけられる微生物。たとえばベトナム特

許 VN 1-0006002 号の請求項 1 には「連続継代性細胞株の細胞内で成長する

組換え vaccinia virus Ankara（MVA）であって、前記の細胞株が Vero 細胞

株である組換え vaccinia virus Ankara（MVA）」という記載がある。 

 

 方法クレームに記載される微生物は、以下のような方法で特徴づけることがで

きる。 

 微生物を得るための方法。たとえば、ベトナム特許 VN 1-0002841 号の

請求項 3 には、「請求項 1 または 2 に係る細菌の作用を有機ハロゲン化

合物および/または芳香族化合物に適用する操作を含む、有機ハロゲン化

合物および/または芳香族化合物の分解方法」と記載されている。 

 使用する微生物により特徴づけられる物を得るための方法。たとえば、ベ

トナム特許 VN 2-0000986 号には「以下の手順を含む、組換え酵素キシ

ラナーゼ G2 を生産する方法：(i)請求項 1 に示した真菌 A. niger VTCC 

017 の遺伝子組換え株をツァペック培地に接種することによる第 1 段階

の培養･･･」という記載がある。 
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 5. 特許要件を満たすために必要な手続および文書 

 

 生物学的材料が公に利用可能である場合、すなわち当該の生物学的材料が当業

者にとって周知であるか、既に寄託機関に寄託されているか、または既に寄託さ

れている生物に類似している場合（この場合の類似とは、同じ種に属する 2 つの

類似した株が同一の条件下における発酵過程において同一の代謝生成物を生産す

ることにより同一の結果を生じさせることを意味する）、または当該生物学的材

料の特別な特徴に関して出願人が有する明確かつ必須の情報が明細書に記載され

ている場合、必ずしも寄託が要求されないこともある。 

 

 逆に、生物学的材料に関係する発明が公に利用可能でない場合、当該発明を説

明することが不可能である場合、またはバイオテクノロジー分野に属する当業者

が当該発明を実施することを可能にする程度に十分に説明することが不可能であ

る場合、その生物学的材料は寄託されなければならない。さらに、発明は当該生

物学的材料の特性に関する適切な情報を含んでいなければならない。ここでいう

適切な情報とは、周知の材料と比較して特徴的な特徴（生化学的特徴、形態学的

特徴、分類学的特徴など）および生物学的材料の分類に関係する可能性のある情

報と解釈される。 

 

 生物学的材料の試料は、生物学的材料に関係する特許出願の出願日までに生物

学的材料の寄託機関としての機能を有する機関に寄託されなければならない。生

物学的材料が既に寄託機関に提出および寄託されている場合、生物学的材料が寄

託された機関および寄託機関が発行したアクセッション番号を明記した宣言書

（Declaration）、およびこれらの情報を証明する文書をベトナム NOIP に提出す

る必要がある。この文書の提出期限は、優先日から 16 か月以内もしくは（出願

の早期公開請求がなされる場合には）早期公開請求書の提出日の、いずれか遅い

方までである。寄託された生物学的材料の提出者が出願人本人でない場合、生物

学的材料の提出者の氏名（名称）および住所が宣言書に記載されていなければな

らない。この場合、さらに生物学的材料の合法的な使用を証明する文書をベトナ
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ム NOIP に提出しなければならない。この文書の提出期限は、優先日から 16 か

月以内もしくは（出願の早期公開請求がなされる場合には）早期公開請求書の提

出日の、いずれか遅い方までである。PCT 出願の場合、ベトナム知財法の規定に

より、国際特許出願に関係する生物学的材料の寄託試料および証明書類について

は特許協力条約（PCT）の規則に従う必要がある。生物学的材料の試料が外国の

寄託機関に寄託されており、特許請求された主題の本質を明らかにするため、ま

たはクレームに記載された主題を入手したいという第三者の請求に応じるため、

国内機関への寄託が必要であるとベトナム NOIP がみなした場合、ベトナム

NOIP は指定された国内の機関に当該生物学的材料を寄託するよう出願人に要求

することができる[2]。 

 

国内の寄託機関とその業務内容 

 特許手続を目的とする微生物の承認に関わる国際協定はブダペスト条約である

が、ベトナムはまだ同条約の締約国となっていない。ブダペスト条約の重要な利

点は、同じ生物学的材料の複数の試料をそれぞれ複数の国の生物資源センターに

寄託する必要がなくなることである。同条約は、「国際寄託当局」

（International Deposit Authorities: IDA）として生物資源センターや微生物保

存機関を承認しており、特許に関係する生物学的材料の試料をこれら IDA に寄託

して保存させることができる。世界各地で運営されている IDA の数は 45 であ

り、いずれかの IDA に寄託された生物学的材料は、同条約のすべての締約国によ

り、「関連の発明に関する保護が請求されたすべての国による特許手続について

有効なもの」として扱われる。これまでに 79 の国がブダペスト条約に調印して

いる。それゆえ、微生物の試料が IDA のいずれかに寄託されていれば、同条約に

調印したすべての国々において実施可能要件は満たされたものと見なされる。試

料が寄託されると、IDA は寄託された生物の生存を確認した上で受託証および生

存証明書を発行する義務を負う。これらの文書のコピーは、指定国の特許庁から

要求されるされることがある[4]。ブダペスト条約に加入していない国も同条約に

従った寄託を承認することがあるが、それらの国は自国の特許法に従って追加寄

託を求めることもしばしばある。 
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 ベトナムの場合、特許手続のための生物学的材料の寄託当局として認容されう

る機関に関して、知財法に明確な規定はない。これに対し、たとえば米国の場

合、認容される寄託機関には、ブダペスト条約に基づいて指定された国際寄託当

局（IDA）も、米国特許庁が適当と認めた他の寄託機関もある[6]。ベトナム知財

法および関連規則は、ベトナムもしくは外国における生物学的材料の寄託機関は

ベトナム科学技術省によって指定もしくは承認されると述べているのみであり

[3]、特許手続に関して承認された国内の寄託機関のリストは知財法には含まれて

いないようである。実務上は、ベトナム NOIP は、IDA もしくは国内の承認され

た寄託機関に寄託された生物学的材料に関係する特許出願を受理することがあ

る。さらに、著者の知る限り、ベトナム NOIP が生物学的材料の試料をさらに別

の指定寄託機関に寄託するよう出願人に要求した例はこれまでにない。 

 

ベトナムの微生物保存機関 

 ベトナムにおいて科学的研究に従事している多くの学会や大学の中で、微生物

寄託機関として公式に承認されうる国内の研究機関は 3 箇所ある。特に、世界微

生物株保存連盟（World Federation for Culture Collections: WFCC）によれ

ば、ベトナムには 3 つの微生物保存センター、すなわちベトナム科学技術アカデ

ミー微生物保存機関（Vietnam Academy of Science and Technology Culture 

Collection of Microorganisms: VCCM）、ベトナム産業微生物保存機関

（Vietnam Collection of Industrial Microorganisms: VCIM）、ベトナム培養

細胞株保存機関（Vietnam Type Culture Collection: VTCC）が存在する。全世

界の微生物保存センターで管理する全寄託微生物 2617285 種類の微生物のう

ち、これらのベトナムの微生物保存センターでは 10236 種類の微生物を保存して

いる。世界微生物データセンター（WFCC-MIRCEN World Data Center for 

Microorganisms: WDCM）には、75 の国や地域における 739 の微生物保存機関

が登録されている[7]。 

 ベトナムの微生物保存センターにおいて培養が承認されている微生物の種類と

それら機関の業務を以下の表に簡潔にまとめる[7,8]。 
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所属 機関名（略称） 
培養が承認されて 

いる微生物の種類 
業務 

ベトナム国家大学ハノイ

校微生物学およびバイオ

テクノロジー研究所  

(Institute of Microbiology 
and Biotechnology: 
IMBT) 

ベトナム培養細

胞株保存機関

（VTCC） 

酵母、好気性細菌、 

嫌気性細菌、放線

菌、糸状菌 

微生物の寄託 

同定 

単離 

微生物の分譲要請 

食品工業研究所 産業微

生物センター  

(Center for Industrial 
Microbiology, Food 
Industries Research 
Institute) 
 

ベトナム産業微

生物保存機関

（VCIM） 

細菌、酵母、 

真菌、プラスミド 

特許寄託（酵母、真

菌、細菌） 

菌株保存サービス（酵

母、真菌、細菌） 

分譲（酵母、真菌、細

菌） 

同定（酵母、真菌、細

菌） 

ベトナム科学技術アカデ

ミー  

(Vietnam Academy of 
Science and 
Technology: VAST) 
 

ベトナム科学技

術アカデミー微

生物保存機関

（VCCM） 

細菌、真菌、酵母、 

原生生物、ウイル

ス、細胞株 

特許寄託（細菌、真

菌、酵母、ウイルス、

原生生物、微細藻類、

細胞株） 

菌株保存サービス（細

菌、真菌、酵母、ウイ

ルス、原生生物、微細

藻類、細胞株） 

分譲（細菌、真菌、酵

母、ウイルス、原生生

物、微細藻類、細胞

株） 

同定（細菌、真菌、酵

母、ウイルス、原生生

物、微細藻類、細胞

株） 
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*ベトナム最大の微生物保存機関であるベトナム培養細胞株保存機関（VTCC）

は、1995 年、ベトナム国家大学ハノイ校微生物およびバイオテクノロジー研究

所（IMBT）の一部として設立された。微生物の菌株は、フリーズドライ処理され

たアンプルまたは凍結保存された状態で VTCC に保存される。VTCC は多数の有

用な微生物を国内の学術研究者、工場、大学に提供するだけでなく、国内の科学

者による数多くの研究プロジェクトから得られた貴重な遺伝子資源を保管する場

所となっている。VTCC は、Global Catalogue of Microorganisms に合計 545

の種および 2082 の株を公開している[9]。 

 

*ベトナム産業微生物保存機関（VCIM）は、ベトナム食品工業研究所の産業微生

物センターに属する組織である。産業微生物保存機関の設立は 1967 年に遡る。

集められた菌株はフリーズドライもしくは凍結保存の状態で保存されるか、液体

窒素中で保存される。VCIM は毎年、産業機関、学術機関、教育機関に数百種類

におよぶ微生物を提供している。VCIM は 1410 の株を保有しているが、その中

には酵母 653 株、糸状菌 304 株、細菌 415 株、プラスミド 38 種が含まれる。

世界微生物データセンター（WDCM）によれば、特許寄託（酵母、真菌、細菌

の）のために VCIM を利用することは可能である[7,10]。 

 

*ベトナム科学技術アカデミー（VAST）の微生物保存および遺伝子資源保護セン

ター（VCCM）は 2013 年に設立された。この保存機関は微生物の菌株を多数保

管しており、農業、工業、医療、国防および環境保護の分野における教育、研究

およびバイオ製品の生産のために遺伝子資源を提供している。VAST の菌株のカ

タログ（catalogue of Culture Strain）が作成および発行されているが、その中

には細菌、真菌、酵母、原生生物、ウイルス、微細藻類、プラスミド、細胞株を

含む 2607 種の株が掲載されている。WDCM によれば、特許寄託（細菌、真菌、

酵母、原生生物、ウイルス、微細藻類、プラスミド、細胞株の）のために VCCM

を利用することは可能である[7]。 
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 以上の記述から分かるように、ベトナムにおいて微生物関連の特許出願を行う

場合、以下の要点、必須手順および必須文書を念頭に置くようにしなければなら

ない。 

 

・ ベトナムで微生物関連の特許出願を行う場合、寄託された微生物の特徴（生

化学的、形態学的、分類学的な特徴等）を明細書の中で十分に説明すべきで

ある。さらに、微生物の試料は、微生物関連の特許出願の出願日までに寄託

機関に寄託されなければならない。優先日から 16 か月以内もしくは（出願

の早期公開請求がなされる場合には）早期公開請求書の提出日のいずれか遅

い方までに、寄託を証明する書類のコピーを提出しなければならない。 

 

・ 特許出願に先立って、ブダペスト条約締約国に所在する国際寄託当局

（IDA）もしくは承認された寄託機関への寄託手続を行わなければならな

い。ベトナムはブダペスト条約の締約国ではないが、実際には、ベトナム

NOIP は同条約に従った寄託を認容しており、また、ベトナム NOIP が試料

をさらに別の指定寄託機関に寄託するよう出願人に要求した例はこれまでに

ない。 

 

・ PCT 出願の場合、ベトナム知財法の規定により、国際特許出願に関係する生

物学的材料の寄託試料および証明書類は特許協力条約（PCT）の規則に従う

必要がある。PCT 国際調査・予備審査ガイドラインの規則 4.17 の規定によ

れば、開示の十分性に関する要件を満たす上で、出願において単に寄託物質

に言及するだけでは、出願における当該物質の明瞭な開示に代わるものとし

て十分ではない[11]。この点から考えて、出願人は可能な限り微生物の特徴

を示すよう留意すべきである。 

 

 

 6. 結論 
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 微生物寄託の手順に関してベトナム知的財産法は透明性に欠けているが、ベト

ナムは、将来的に IDA となる微生物保存機関を確立することを目標として、ブダ

ペスト条約の加入に関する初期構想を抱いているかもしれないと著者は感じてい

る。たとえば、ベトナム-スイス間の双務契約には、知的財産の分野における協力

や登録の円滑化を目指して締約国が最善の努力を払って順守すべき多国間協定の

一つとしてブダペスト条約が挙げられている。今後ベトナムがブダペスト条約に

加入し、国際的に承認される寄託当局を設置することが望まれる。 
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